
 

 

 

 

 

 

 

 

「久留米市就学システムの導入及び運用保守業務委託」に関する 

条件付一般競争入札実施要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久 留 米 市 

  



 

久留米市は、「久留米市就学システムの導入及び運用保守業務委託」について、以下のとおり条

件付一般競争入札を行う。 

 

１．入札に付する事項 

（１）業務名 

  久留米市就学システムの導入及び運用保守業務委託 

（２）業務内容 

  「久留米市就学システムの導入及び運用保守業務委託仕様書」のとおり 

（３）業務期間 

  契約締結日の翌日から令和 9 年 3 月 31 日まで 

（４）業務場所 

   本市の指定する場所 

（５）予算額 

   見積額の上限は以下のとおりとする。 

   予定価格        111,473,860 円（税込） 

入札書比較価格     101,339,872 円（税抜） 

なお、各年度における予算限度額は次のとおりである。 

 

年度 上限額（税込） 備考 

令和 7 年度 43,089,544 円  

令和 8 年度 68,384,316 円  

 

さらに、運用費用の上限額は次のとおりである。 

年度 上限額（税込） 備考 

令和 8 年度 3,364,581 円 令和 9 年 1 月 1 日から 

令和 9 年 3 月 31 日まで 

の期間とし、月額 1,121,527 円

を上限とする。 

 

２．入札に参加する者に必要な資格 

入札参加できる者は、入札参加資格申請提出締切日において、次に掲げる全ての要件に該当す

る者でなければならない。 

（１）平成 26 年度以降に、本業務と類似する以下それぞれの業務に対して地方自治体（人口 20

万人以上の自治体）で複数の受注実績を有すること。 

  ・学齢簿管理システムの構築または運用保守業務 

  ・就学援助システムの構築または運用保守業務 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号のいずれにも該当しない者であること。 

（３）久留米市指名停止等措置要綱（平成６年久留米市庁達第６号）による指名停止措置を受け

ていないこと。 

（４）国税（法人税又は所得税及び消費税をいう。）を完納していること。 

（５）福岡県内の参加申込者の場合は所在地に応じ、次に掲げる地方税等を完納していること。 

ア 久留米市内 県税及び市税並びに個人事業主にあっては国民健康保険料 

イ アを除く福岡県内 県税 

（６）電子交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が

著しく不健全であると認められる者でないこと。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている

者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされて

いる者でないこと。 

（８）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定



する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと、又は法人であってその役員が暴力団

員でないこと。 

（９）一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が管理する情報セキュリティマネジメ

ントシステム（ISMS）又はプライバシーマークの付与認定を受けていること。 

（１０）入札に参加しようとする者が、次の各号に掲げる関係を有する場合は、当該関係を有す

る者のうち１者に限り入札に参加することができるものとする。当該関係を有する２者以上

の者から入札があった場合には、全ての入札を無効とする。 

 ① 資本関係が次のいずれかに該当する場合 

  ア 親会社（会社法第２条第４号の規定による会社。以下同じ。）と子会社（会社法第２条第

３号の規定による会社。以下同じ。）の関係にある場合（ただし、その者が会社更生法第２

条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法第２条第４号に

規定する再生手続が存続中の会社である場合を除く。） 

  イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合（子会社の一方が更生会社又は民事再

生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除く。） 

 ② 人的関係が次のいずれかに該当する場合（アについては、会社の一方が更生会社又は民事

再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除く。） 

  ア 一方の会社の役員（会社の代表権を有する取締役（代表取締役）又は取締役（社外取締

役・非常勤取締役を含む。）をいう。以下同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている

場合 

  イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再生法第６４条

第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

③ 前２号に掲げる場合と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められ、かつ、入札の

公正さが阻害されると認められる場合 

 

※：単独で対象業務を行えない場合、適正な業務を遂行できる共同事業体（対象業務を共同して

行うことを目的として複数の民間企業者により構成される組織をいう。以下同じ）として参

加することができる。その場合、参加申込書等提出時までに共同事業体を構成し、代表者を

決め、他の者は構成員として参加するものとする。また、共同事業体の構成員は他の共同体

の構成員となり、又は、単独で参加することはできない。なお、共同事業体の代表者及び構

成員は、共同事業体結成予定書を作成し、提出すること。 

 

３．契約条項を示す場所 

久留米市 総務部 情報政策課（久留米市庁舎５階） 

 

４．入札参加資格の確認 

入札参加を希望する者は、実施要項、仕様書及び関係法令等の各規程を理解した上で、次の書類

を提出すること。なお、(a)カ、キは参加申込期限から 3 ヶ月以内に発行されたものに限る。また、

久留米市競争入札参加資格名簿の登録者の場合、(a)カ、キ、ク、コは提出不要とする。さらに、開

札に立ち会う意思がある場合はシを提出するものとする。 

 

 (a)参加意向申請書等の提出書類 

ア 参加申込書（様式第 2 号）                                         １部 

イ 会社概要書（様式第 3 号）                                        １部 

ウ 参加資格調書（様式第 4 号）                                       １部 

エ 業務実績調書（様式第 5 号）                                       １部 

オ ISMS の認証取得証明書又はプライバシーマークの認証の写し（任意様式） １部 

カ 登記事項全部証明書（個人の場合、身分証明書）                １部 

キ 納税（滞納なし）証明書（国税、都道府県税、市町村税）         １部 

ク 役員等調書及び照会承諾書（様式第 6 号）                   １部 

ケ 委任状（支店等に参加手続き等の委任を行う場合）（様式第 7 号）      １部 

コ  誓約書（様式第８号）                              １部 



サ 共同事業体結成予定書（様式第 9 号）                       １部 

シ 入札参加資格確認申請書（様式第 11 号）                1 部 

 

〔共同事業体として参加する場合〕 

※代表者：ア 

※いずれかの構成員：エ 

※共同事業体に属する全ての構成員分：イ、ウ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ 

 

 

納税証明書（参加申込者の法人・個人別、所在地区分ごとの必要書類） 

所在地区分 
税区分 

法人 個人 
 税目 

  県外 国税等 

法人税、所得

税、消費税及

び地方消費税 

国税に未納がな

い証明 

（納税証明書その 3の 3） 

国税に未納がない

証明 

（納税証明書その 3の 2） 

 
市外かつ

県内 
福岡県税 

法人事業税、

個人事業税 
福岡県税に未納

がない証明 

福岡県税に未納が

ない証明 

市内 
久留米市税 

法人市民税、

市県民税、固

定資産税、軽

自動車税 

久留米市税に滞

納がない証明 
久留米市税及び国

民健康保険料に滞

納がない証明 

久留米国保 国民健康保険 － 

 

（例１：市内・法人の場合、「国税等」「福岡県税」「久留米市税」の証明を提出） 

（例２：県外の営業所で申請される法人の場合、「国税等」の証明を提出） 

 

 

（２）提出期限及び注意事項 

令和 7 年 3 月 10 日（月）12 時 00 分必着（期限厳守） 

① 電話にて事務局（総務部情報政策課）へ連絡し持参する、又は郵送（「一般書留」又は「簡

易書留」）にて提出すること。 

② なお、郵送の場合は、受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法によることとし、

提出期限内に到着したものに限り受け付ける。郵便事故等については、市はその責めを負

わない。 

③ 封筒の表面に「『久留米市就学システムの導入及び運用保守業務委託』入札参加資格確認

申請書在中」と赤字で記載すること。 

   ④ 期限までに提出がなかった場合は、「久留米市就学システムの導入及び運用保守業務委託」

に関する条件付一般競争入札への参加が出来ないものとする。なお、未達・遅延等が発生

した際、原因の如何を問わず、本市は書類の受付は行わない。 

 

（３）提出先（宛先） 

「１３．問い合わせ先」を参照 

 

（４）入札参加資格確認通知 

入札参加資格確認の申請をした者には、資格審査を行った後、入札参加資格の有無をメール

にて連絡、通知する。 

なお、入札保証金の納付が必要とされた者については、６．入札保証金を確認し、入札時に

必要書類を添付すること。 

通知時期 ： 令和 7 年 4 月 4 日（金）通知予定 

※通知時期を過ぎても登録したメールアドレスに通知が届かない場合は、「１３．問い合わ



せ先」へお問い合わせください。 

※通知メールの受付番号が申請時に通知された受付番号と一致するかご確認ください。 

 

 （５）経費及び遵守すべき事項 

① 提出資料作成並びに申請に要する費用はすべて申請者の負担とする。 

② 申請内容・提出資料に虚偽の記載をした場合は、無効とする。 

③ 提出資料は返却しない。 

④ 提出資料は、公平性、透明性、客観性を期すため「久留米市情報公開条例」等の関連規定

に基づき公表することがある。 

⑤ 申請内容・提出資料の内容について、本市より問い合わせを行う場合がある。 

⑥ 提出資料作成のために久留米市から受領した資料等は、久留米市の了解なく公表又は使用

することはできない。 

 

５．入札方法 

条件付き一般競争入札。郵便入札により行う。入札参加資格確認通知で入札参加資格が有ると

された者のみ、以下のとおり郵送により、入札に参加すること。（入札参加資格なしとされた者及

び期限までに申請がなかった者は、入札に参加できない。） 

（１）提出書類（※久留米市ホームページよりダウンロードすること。） 

① 入札書（様式第 10 号）  

② 入札保証金の納付等が確認できるもの（領収書、保証書等）（入札参加確認通知で免除

とされた者は不要） 

③ 価格内訳書（様式第 12 号） 

（２）提出期限 

令和 7 年 4 月 11 日（金）12 時 00 分必着（期限厳守） 

（３）提出先（宛先） 

久留米市 総務部 情報政策課 宛 

（４）郵送方法 

  ① 一般書留又は簡易書留のいずれかで郵送すること。持参不可。 

  ② 封筒表面に、「『久留米市就学システムの導入及び運用保守業務委託』入札書在中」と記載

すること。 

③ 封筒裏面に、差出人の住所、商号（名称）、代表者の職名及び氏名を記入する。 

また、封緘（封の糊付け）、封筒の継ぎ目に押印すること。 

なお、縦書き・横書きどちらでも有効とする。 

  ④ 郵便入札以外の受理及び締め切り後の入札書の受理は、一切認めない。 

（５）入札に関する注意事項 

  ・記載金額をもって入札額とし、落札業者を決定する。 

・消費税及び地方消費税の課税事業者・免除事業者を問わず、契約を希望している金額の１１

０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。ただし、契約にあたっては、入札

書に記載された金額に、その１００分の１０に相当する金額を加算した額（1 円未満切捨

て）をもって、契約金額とする。 

・それぞれの上限額を超えないこと。 

 （６）入札辞退 

    入札辞退は自由とする。ただし、必ず事前に事務局へ連絡すること。 

 （７）応札が１者であった場合においても、その入札は有効とする。 

 

６．入札保証金 

入札参加資格確認通知で入札参加資格を有するとされた者は、入札前までに、入札を予定する金

額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額に１００分の５を乗じた金額以上の入札保証金

を納めること。ただし、久留米市金銭会計規則（平成１１年久留米市規則第８号。以下「会計規則」

という。）第１０５条に規定する有価証券又は市長が確実と認める金融機関の保証をもってかえる

ことができる。また、規則第７条に該当する場合は、減免する。 



入札保証金の減免及び納付方法については、入札参加資格確認通知において通知する。 

入札保証金は入札終了後に還付する。ただし、落札者にあっては、契約保証金に充当する場合を

除き、契約保証金を納付した後に還付する。 

 

７．開札 

（１）日時 

令和 7 年 4 月 14 日（月）13 時 30 分 

（２）場所 

久留米市役所本庁 5 階 情報政策課内会議室 

（３）立会 

入札者のうち、立会い希望者を立ち合わせる。ただし、希望者がいないときは、入札 

関係事務に関係のない市の職員を立ち合わせるものとする。 

（４）落札者の決定方法 

入札書比較価格以下の範囲で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 

落札となるべき同価の入札をしたものが２者以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決

定する。 

（５）落札結果の通知 

開札後、令和 7 年 4 月 15 日（火）を目安に、入札に参加した者へメールにて連絡を行い（入

札に立ち会った者を除く）、後日書面にて通知する。 

 

８．契約保証金 

落札者は、契約までに、契約金額の１００分の１０を乗じた金額以上を納めること。ただし、

会計規則第１０５条に規定する有価証券又は市長が確実と認める金融機関の保証をもってかえ

ることができる。また、規則第２７条に該当する場合は免除する。 

 

９．入札の無効に関する事項 

次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

ア 入札参加資格のない者が入札したとき 

イ 入札金額が入札書比較価格を超えるとき 

ウ 所定の場所及び日時までに入札書が提出されないとき 

エ 入札書に入札金額の記載がないとき、又は入札金額が判読できないとき 

オ 入札書に記載された事項に誤字又は脱字等があって必要事項を確認できないとき 

カ 入札書に入札者又はその代理人の記名押印がないとき 

キ 同一の入札者が２以上の入札をしたとき 

ク 法令又は入札に関する条件に違反したとき 

 

１０．その他入札に関し必要な事項 

（１）仕様書等の入手場所 

   久留米市ホームページからダウンロード 

   （URL http://www.city.kurume.fukuoka.jp/index.html） 

    ページ名：「久留米市就学システムの導入及び運用保守業務委託」に関する条件付一般競争

入札の実施について 

（２）仕様書の内容に関する質問の受付期間、質問方法及び回答方法 

   ① 受付期間 

公告の日から令和 7 年 2 月 19 日（水）12 時 00 分まで 

   ② 質問方法 

ホームページよりダウンロードした「質問書」（様式第１号）を、電子メールに添付して、

「１３．問い合わせ先」にあるメールアドレスあてに送信し、事務局へ電話にてメール受

信を確認すること。なお、電話による質問は受け付けない。また、受付期間以降の質問は

一切受け付けない。 

件名：【会社名】「久留米市就学システムの導入及び運用保守業務委託質問書」 

http://www.city.kurume.fukuoka.jp/index.html


 

   ③ 回答方法 

令和 7 年 3 月 3 日（月）までに、質問書（様式第１号）に記載したメールアドレス宛に

メールで回答する。なお、質問の回答は本要綱等の追加または修正とみなす。また、必要に

応じて市ホームページにて公開する。 

 

１１．その他 

（１）契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）入札参加に係る費用は、入札参加者の負担とする。 

（３）入札参加者は、地方自治法、地方自治法施行令、久留米市契約事務規則その他関係法令を遵

守すること。 

（４）落札決定後に、当該落札決定者が無効な入札を行っていたことが判明した場合には、落札決

定を取り消す場合がある。 

（５）不正な入札があると認めたとき、又は天災地変その他の理由により入札を続行することが困

難であると認めたときは、当該入札の執行を延期し、停止し、又は中止することがある。 

（６）落札者は、契約の際に暴力団排除に係る条項を記載した市指定の誓約書を提出しなければな

らない。 

 

１２．全体スケジュール（予定） 

令和 7 年 2 月 12 日（水） 公告 

令和 7 年 2 月 19 日（水） 質問書の提出期限 

令和 7 年 3 月 3 日（月） 質問書に対する回答 

令和 7 年 3 月 10 日（月） 入札参加資格確認申請の締め切り 

令和 7 年 4 月 4 日（金） 入札参加資格者の確認通知（電子メール） 

令和 7 年 4 月 11 日（金） 入札書の提出締め切り 

令和 7 年 4 月 14 日（月） 入札（開札）の実施、本業務履行業者の決定 

令和 7 年 4 月 21 日（月） 契約締結 

令和 7 年 5 月 1 日（木） 業務開始 

 

１３．問い合わせ先（事務局） 

  【本入札及び業務全般に関すること】 

久留米市 総務部 情報政策課（久留米市庁舎 5 階） 

担当：中山 

〒830-8520 

福岡県久留米市城南町 15 番地 3 

電 話：0942-30-9060 

ＦＡＸ：0942-30-9708 

E-mail：jimukan@city.kurume.lg.jp 
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